
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年２月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３広第１８２号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年９月１６日 １０時００分ごろ 

発生場所 福山港 

 広島県福山市所在のＪＦＥスチール福山港新涯導灯（前灯）から真

方位０１５°１,１００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２８.１′ 東経１３３°２４.６′） 

事故等調査の経過  平成２５年１０月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 観音
かんのん

丸、１９９トン 

   １４１３９６、藤岡汽船有限会社 

Ｂ 貨物船 第十八栄福
えいふく

丸、１９９トン 

   １３３４７５、桝本海運有限会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、五級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、五級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部ハンドレールに曲損 

Ｂ 右舷船首部に擦過傷 

 事故等の経過  Ａ船は、福山港一文字岸壁において、船首を南東方に向けて船尾着

けで係留していたところ、平成２５年９月１６日１０時００分ごろＡ

船の左舷船首部とＢ船の右舷船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか２人が乗り組み、福山港一文字岸壁において、

Ａ船の左舷側に係留する際、船長Ｂが、台風通過後であったものの、

風速が約７～８m/s であったので、船体が大きく振れ回ることはない

ものと思い、Ａ船の左舷側約５ｍの所に船首を南東方に向けて船尾着

けで係留した。 

 Ｂ船は、両舷錨を投下し、右舷錨鎖を２節（５０ｍ）及び左舷錨鎖

を４節（１００ｍ）伸出して係留を続けていたところ、突風で船首が

右舷側に振られ、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の初期 

 その他の事項  Ｂ船は、空船で喫水が船首約１.０ｍ、船尾約１.５ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 



 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ あり 

 Ａ船は、福山港一文字岸壁に係留中、Ｂ船と衝突したものと考えら

れる。 

 Ｂ船は、福山港一文字岸壁において、Ａ船の左舷側に係留する際、

船長Ｂが、台風通過後であったものの、風速が約７～８m/s であった

ので、船体が振れ回ることはないものと思い、Ａ船の左舷側約５ｍの

所に係留したことから、風で船首が右舷側に振られ、Ａ船と衝突した

ものと考えられる。 

原因  本事故は、福山港一文字岸壁において、Ａ船及びＢ船が共に係留

中、船長ＢがＡ船の左舷側約５ｍの所に係留したため、風で船首が右

舷側に振られ、両船が衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・係留する場合、気象及び海象を考慮し、他船から十分に距離を隔

てて係留すること。 

 


